
平成２５年度随意契約情報（(役務費等)総務部）
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了

契約金額
（円）

適用条項 随意契約理由

1 庁舎管理
庁舎管
理

庁舎管理
グループ

資金前渡職員
公共料金専用
大阪府庁舎管
理課　課長補佐

平成２５年度大阪府
本庁舎電話料金（市
内直通・直通市外・専
用回線・携帯電話）の
経費支出

20130401 20140331 1,100,000
地方自治法第
２３４条の３

業務（電話料金）が特定の者
（NTT西日本等）でなければ実施
することができないものであるた
め

2 庁舎管理
庁舎管
理

庁舎管理
グループ

資金前渡職員
公共料金専用
大阪府庁舎管
理課　課長補佐

平成２５年度ダイヤルイ
ン電話料金の経費の支
出について

20130401 20140331 4,000,000
地方自治法第
２３４条の３

業務（電話料金）が特定の者
（NTT西日本）でなければ実施す
ることができないものであるため

3 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

株式会社　ケイ・
オプティコム　藤
野　隆雄

インターネット接続
サービス

20130601 20140131 34,954,080
特例政令第１０
条第１号

業務(インターネット接続環境サー
ビス業務)が特定の者でなければ
実施することができないため。

4 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

株式会社　ケイ・
オプティコム　藤
野　隆雄

大阪府咲洲庁舎及び
出先機関に係る回線
サービスの利用契約
の変更について

20130401 20140331 47,885,439
特例政令第１０
条第１号

業務(回線サービス業務)が特定
の者でなければ実施することがで
きないため。

5 契約
総務委
託

総務・シス
テムグ
ループ

一般財団法人
日本建設情報
総合セ　門松
武

コリンズＷｅｂ版検索
システム利用契約

20130401 20140331 1,100,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（当該サービス
の唯一の提供者）でなければ実
施することができないものである
ため

6 契約
総務委
託

総務・シス
テムグ
ループ

一般財団法人
建設業技術者セ
ンタ　三谷　浩

平成２５年度発注者
支援データベース
サービスの企業情報
の利用

20130401 20140331 1,890,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（当該サービス
の唯一の提供者）でなければ実
施することができないものである
ため

7 契約
総務委
託

総務・シス
テムグ
ループ

株式会社　帝国
データバンク
大阪支社　國本
昌彦

企業情報提供サービ
スの利用

20130401 20140331 11,025,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（当該サービス
の唯一の提供者）でなければ実
施することができないものである
ため
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平成２５年度随意契約情報（(役務費等)総務部）
契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ

名
契約の相手方 契約件名 開始 終了

契約金額
（円）

適用条項 随意契約理由

8 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

株式会社　イン
ターネットイニシ
アティブ　勝　栄
二郎

大阪府閲覧・ＶＰＮ用
インターネット接続
サービス業務に係る
随意契約締結

20131201 20181130 5,922,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第８
号

再度の入札に付し落札者がない
ため

9 庁舎管理
庁舎管
理

咲洲庁舎
管理グ
ループ

資金前渡職員
公共料金専用
大阪府庁舎管
理課　課長補佐

大阪府咲洲庁舎にお
ける電話料金等

20131121 20140331 4,000,000
地方自治法第
２３４条の３

業務（電話料金）が特定の者（NTT西
日本）でなければ実施することができ
ないものであるため

10 法務 法務
訟務グ
ループ

大阪地方裁判
所

貸金返還請求訴訟の
提起に係る経費の支
出

20131206 20141216 6,100,000

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

国（裁判所）と契約を締結する場
合

11 ＩＴ推進 ＩＴ推進
情報基盤
整備グ
ループ

株式会社　ケイ・
オプティコム　藤
野　隆雄

インターネット接続
サービス切替業務委
託契約の締結及びこ
れに係る経費の支出
について

20131227 20140117 2,761,500

地方自治法施
行令第１６７条
の２第１項第２
号

業務が特定の者（当該サービス
提供者）でなければ実施すること
ができないものであるため

Ｈ２５．４～５月 ７件 円

Ｈ２５．１０～１１月 ２件 円

Ｈ２５．１２～H２６．１月 ２件 円

合　計 １１件 円

総務部（役務費）
101,954,519

120,738,019

9,922,000

8,861,500
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